






はじめに 

妊婦および乳幼児の健康診査については,これまで受診機会の増加に努められ,回数は十分

とはいえないまでも,行政サービスによる公費健診としては一応の線に達したと考えられ

る。しかしこれらの健診によって発見された「問題をもつ母子」の事後措置のシステムは,

未だきわめて不満足な状態にある。そのもっとも端的な例は,1歳 6 月児健診の事後措置費

が予算上認められていない事にも現れているが,すべての健診に関して十分な事後措置を

構ずるには至っていないシステムとしての未完な状態があるので,二次,三次の医療機関の

問題を含めてここに検討を実施し,そのあり方を具体的に示してゆく必要がある。これは健

診に代表される母子の健康管理の方向を示すものであるとともに,21 世紀に向っての健康

づくりの基礎となるものであろう。 


